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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年９月５日 ０３時４８分ごろ 

発生場所 香川県坂出市小瀬
こ せ

居
い

島西岸 

 小瀬居島灯台から真方位２５５°２２５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.３９′ 東経１３３°５０.９８′） 

事故調査の経過  平成２５年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 IRIS
アイリス

（大韓民国籍）、１,９６３トン 

 ８８１０５１６（ＩＭＯ番号）、THE CENTURY SHIPPING CO.,LTD. 

８３.６１ｍ×１３.００ｍ×７.４０ｍ 、鋼 

 ディーゼル機関、１,６９２kＷ、１９８８年１０月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍） 男性 ６３歳 

二級航海士（大韓民国発給） 

  交付年月日 ２０１２年６月１５日 

（２０１６年１２月３１日まで有効） 

一等航海士（大韓民国籍） 男性 ５７歳 

二級航海士（大韓民国発給） 

  交付年月日 ２０１１年９月２６日 

（２０１６年９月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底に破口を伴う擦過傷 

 事故の経過 本船は、船長及び一等航海士ほか８人（大韓民国籍３人、ミャンマ

ー連邦共和国籍５人）が乗り組み、スチールコイル等約１,７７０ｔ

を積載し、一等航海士が単独の船橋当直につき、約１１ノット（kn）

の対地速力で、自動操舵により備讃瀬戸南航路を東北東進した。 

本船は、平成２５年９月５日０３時４１分ごろ南備讃瀬戸大橋を通

過して東北東進を続けていたところ、０３時４４分ごろ備讃瀬戸海上

交通センター（以下「備讃マーチス」という。）からＶＨＦにより、

島に向かっているとの連絡を受け、その後も同趣旨の警告等を受け

た。 

本船は、一等航海士が小瀬居島に接近していることに気付き、左舵
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一杯を取って左転を始めたが、０３時４８分ごろ、小瀬居島西岸に乗

り揚げた。 

船長は、一等航海士が鳴らした非常ベルで昇橋し、機関停止を指示

した。 

本船は、備讃マーチスに本事故を通報した。 

本船は、船舶所有者が手配したサルベージ会社の引船により離礁し

た。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ５、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 東北東流約０.７kn 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約３.８０ｍ、船尾約４.９０ｍであった。 

 使用海図には、備讃瀬戸南航路の屈曲に合わせ、南備讃瀬戸大橋直

下まで０６３.５°、そこから小瀬居島北方沖まで０５１°のコース

ラインが記入されていた。 

 船長は、船橋当直者に対し、使用海図に記入したコースラインに従

って航行するように指示していた。 

 一等航海士は、約５年前から月に２～３回、本事故発生場所付近を

航行しており、慣れた海域であったので、レーダー及びＧＰＳプロッ

ターを作動させていたが、いずれも見ていなかった。 

本船の甲板員３人は、入出港時、関門海峡通航時及び漁船のふくそ
．．．

う
．
時等に昇橋し、操舵についていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、備讃瀬戸南航路を東北東進中、一等航海士が、見張りを行

っていなかったことから、瀬戸大橋直下の変針予定場所を通過したこ

とに気付かず、小瀬居島に向けて東北東進を続け、同島西岸に乗り揚

げた可能性があると考えられる。 

一等航海士は、小瀬居島灯台をほぼ船首方向に見る態勢で航行し、

同灯台の近くに乗り揚げていることから、見張りを行っていなかった

可能性があると考えられるが、乗り揚げに至るまでの状況を明らかに

することはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸南航路を東北東進中、一等航海

士が、見張りを行っていなかったため、瀬戸大橋直下の変針予定場所

を通過したことに気付かず、小瀬居島に向けて東北東進を続け、同島

西岸に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・備讃瀬戸南航路等の航路を航行する際は、航海計画を把握し、適
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宜船位を確認するとともに常時適切な見張りを行うこと。 

・瀬戸内海を航行する際は、状況に応じて複数で船橋当直につくこ

とが望ましい。 

 



 

- 4 - 

付図１ 航行経路図 
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（平成２５年９月５日 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

(kn) 

03:34:07 034-21-19.4 133-48-11.3 063.6 063 11.0 

03:35:07 034-21-24.6 133-48-23.0 061.5 061 10.9 

03:36:08 034-21-29.8 133-48-34.8 064.2 064 10.9 

03:37:08 034-21-34.7 133-48-46.6 061.4 061 10.9 

03:38:08 034-21-40.3 133-48-57.8 058.5 062 10.8 

03:39:08 034-21-45.5 133-49-09.2 066.3 072 10.5 

03:40:08 034-21-48.9 133-49-21.2 071.9 073 10.6 

03:41:08 034-21-52.1 133-49-34.4 071.6 071 10.7 

03:42:07 034-21-55.8 133-49-45.3 069.2 070 10.8 

03:43:06 034-21-59.4 133-49-57.5 071.7 072 10.6 

03:44:06 034-22-02.8 133-50-09.6 070.8 070 10.6 

03:45:07 034-22-06.7 133-50-21.5 065.5 065 10.6 

03:46:07 034-22-11.4 133-50-33.2 068.5 067 10.5 

03:47:17 034-22-17.2 133-50-46.4 055.4 054 10.4 

03:48:17 034-22-22.9 133-50-56.7 057.9 050 8.2 

03:48:21 034-22-23.1 133-50-57.0 052.2 048 4.9 

03:48:24 034-22-23.3 133-50-57.3 051.6 047 2.1 

03:48:34 034-22-23.3 133-50-57.2 139.1 046 0.0 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


